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業務の適正を確保するための体制

① 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、その他経営に関わる重要な会議の議事録、重要な意思

決定に係る記録などの文書の管理に関する規程を制定する。当該規程を制定または改定する
ときは、取締役会の承認を得ることとし、当該規程による管理の対象となる文書は、必要な
ときに検索および閲覧が容易な状態で保管する。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、災害および情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの

担当部署にて、規程・ガイドラインの制定、教育等を行うものとし、新たに生じたリスクに
ついては、速やかに対応責任者となる執行役を定める。

③ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）代表執行役の業務執行を補佐し、取締役会の決定事項の実行に関し協議、決定するた

めの会議を開催する。
（ⅱ）執行役および使用人の責任と権限の範囲を明確にする規程を制定し、その責任と権限

の範囲で、業務執行が効率的に行われる体制をとる。

④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ⅰ）オラクル・グループの企業倫理規程を適用してコンプライアンスの基本方針を定める。
（ⅱ）オラクル・グループのコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、使用人の法

令違反について通報することができる体制をとる。
（ⅲ）内部統制システムの構築、維持、向上のため、各担当部門が、社内規程等の制定・運

用、法令および社内規程等に関する研修を行う。
（ⅳ）コンプライアンスについての責任者を任命し、これにより当社のコンプライアンス体

制の整備を図る。
（ⅴ）監査部門を設置し、内部監査に関する規程に従って各部門の業務プロセス等を監査し、

不正の発見・防止と業務プロセスの是正を図る。
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⑤ 当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

（ⅰ）オラクル・グループとしての企業倫理規程を定める。
（ⅱ）コンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、法令違反について通報することが

できる体制をとる。
コンプライアンスに係る内部通報窓口とは別に、取締役会が任命する執行役及び執行
役員の不正行為について、監査委員会に通報することができる体制をとる。

（ⅲ）当社は、親会社の内部監査部門の定期的な監査を受け入れ、その監査結果について報
告を受ける。

（ⅳ）当社は、当社子会社の内部監査を行い、その結果について取締役会および監査委員会
に報告する。

⑥ 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助するため、事務局を置く。

⑦ 前号の使用人の執行役からの独立性に関する事項
前号の事務局に属する使用人の任命、異動、評価等については、事前に監査委員会の意見

を聴取するものとし、執行役はこれを尊重する。

⑧ 監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
事務局及び監査委員の事務を補助する補助人は、監査委員会の事務に関する事項につい

て、監査委員会の指示に従う。

⑨ 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関
する体制
執行役および使用人は、監査委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合に

は、速やかに報告を行わなければならないものとする。監査委員会は、必要に応じて、執行
役および使用人からヒアリングを実施する機会を与えられる。
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⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱

いを行うことを禁止する。

⑪ 監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査委員からその職務の執行に必要な費用等の請求を受けたときは、会社法第404条第４

項に基づいて取り扱うものとする。また、監査委員は、取締役会又は執行役の事前承認を受
けることなく、必要に応じて当社の費用において外部アドバイザーを任用することができ
る。

⑫ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）監査委員は、監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、

その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受
け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めること
ができる。

（ⅱ）代表執行役および会計監査人は、それぞれ監査委員と適宜会合を持ち、当社が対処す
べき課題、監査委員会による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意
見を交換し、代表執行役、会計監査人および監査委員の間で相互認識を深める。

（ⅲ）監査委員は、執行役等の職務の執行の監督の目的から、経営にかかわる重要な会議に
出席する機会を、また必要に応じて、議事録・会議資料等を閲覧する機会を与えられ
る。
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業務の適正を確保するための体制の運用の状況
当社は、オラクル・グループの企業倫理規程について、全役員・従業員に対し周知を図るとと

もに、当該規程の浸透を図るため、必要な教育を継続的かつ定期的に行っております。また、内
部監査部門による当社の監査を行い、監査結果について監査委員会及び取締役会に対し、定期的
に報告を行っております。さらに、内部通報受付窓口を設け、不正行為等の防止及び早期発見に
努めており、当該窓口を通じて不正行為等が明らかとなった場合には、適宜取締役会及び監査委
員会において報告し、また、是正措置及び再発防止措置を講ずることにより適切な内部統制シス
テムの構築・運用に努めております。
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個別注記表
［重要な会計方針に係る事項に関する注記］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等 …………… 株式：移動平均法による原価法

債券：償却原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

建物 ……… 定額法
工具、器具及び備品 ……… 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ５年〜38年
工具、器具及び備品
パーソナルコンピュータ ２年
コンピュータサーバー機器類及び
コンピュータストレージ機器類

６年

その他 ５年〜15年
（2）無形固定資産 ……… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内利用可能期間（５年）に基づき償
却しております。

3. 引当金の計上方法
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
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（3）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備えて、役員賞与支給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。
（4）製品保証引当金

製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額
を、過去の実績を基礎として計上しております。

（5）株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役、執行役及び従業員への当社株式の給付に備えるため、当

事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。

4. 収益の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）
を適用しております。
顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しておりま

す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における各履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するに応じて）収益を認識する。

また、契約獲得に伴う増分コストのうち、顧客との契約獲得によって発生した営業部門の
賞与については、クラウド・サービス、ライセンス・サポート及びハードウェア・サポート
契約獲得による賞与を資産計上の対象範囲としております。その償却期間については、将来
の契約更新を含む見積契約期間、対象製品の見積耐用年数、または契約期間等に渡って定額
法により償却することとしております。
契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当

該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものを指しております。
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［会計上の見積りに関する注記］
該当する事項はありません。

［会計上の見積りの変更に関する注記］
（耐用年数の変更）
当社はコンピュータサーバー機器類及びネットワーク機器類の使用状況を検討した結果、従
来の耐用年数5年から、より実態に即した経済的使用可能予測期間に基づく耐用年数である
6年に変更しております。なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であ
ります。

［表示方法の変更に関する注記］
（貸借対照表関係）
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「差入保証金」は、
金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「差入
保証金」16百万円、「その他」2,236百万円は、「その他」2,252百万円として組み替えてお
ります。

［貸借対照表に関する注記］
有形固定資産の減価償却累計額 16,487百万円

［損益計算書に関する注記］
関係会社との取引高
営業取引以外の取引高 502百万円
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［株主資本等変動計算書に関する注記］
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式 128,293 11 − 128,304

自己株式
普通株式 169 245 127 287

（注） １．発行済株式数の増加11千株は新株予約権行使によるものであります。
２．普通株式の自己株式数の増加245千株は、「役員報酬ＢＩＰ信託」（26千株）及び「ＥＳＯＰ信託」
（219千株）の当社株式の取得による増加、０千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少127千株は、役員報酬ＢＩＰ信託口から株式交付対象者への交
付による減少11千株、株式付与ＥＳＯＰ信託口から株式交付対象者への交付による減少116千株に
よる減少であります。

４．当事業年度末の自己株式数につきましては、「役員報酬ＢＩＰ信託」(26千株)及び「株式付与ＥＳＯ
Ｐ信託」(246千株)が所有する当社の自己株式273千株を含めて記載しております。

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）
配当金の
原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年７月23日
取締役会 普通株式 86,460 利益剰余金 674 2024年５月31日 2024年８月６日

（注） １．上記の１株当たり配当額につきましては、特別配当500円が含まれております。
２．2024年７月23日開催の取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対す

る配当金105百万円（役員報酬ＢＩＰ信託７百万円、株式付与ＥＳＯＰ信託97百万円）が含まれて
おります。
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（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2025年７月22日取締役会

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当金の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

普通株式 24,375 利益剰余金 190 2025年５月31日 2025年８月５日

（注） 2025年７月22日開催の取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配
当金51百万円（役員報酬ＢＩＰ信託５百万円、株式付与ＥＳＯＰ信託46百万円）が含まれております。

3. 新株予約権に関する事項
発行日 目的となる株式の種類 目的となる株式の数

2015年９月30日 普通株式 8,200株

2016年10月５日 普通株式 5,700株
2017年10月12日 普通株式 10,600株
2018年10月12日 普通株式 11,400株

合 計 35,900株

（注） 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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［税効果会計に関する注記］
繰延税金資産の主な発生原因別内訳

2025年５月31日現在
（単位：百万円）

繰延税金資産

未払金 385

未払事業税 773

契約負債 633

賞与引当金 491

減価償却費超過額 216

投資有価証券 18

その他 437

繰延税金資産合計 2,956
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［金融商品に関する注記］
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

資金の管理・運用については、当社が定める資金管理・運用規程（オラクル・コーポレ
ーションが定めるglobal policyに準拠）に則り、高格付の円貨建有価証券への投資及び
高格付の金融機関への資金預入等に限定し、高い安全性と適切な流動性の確保をはかって
おります。また、デリバティブ取引は行わない方針です。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております

が、当社の与信管理規程（オラクル・コーポレーションが定めるglobal policyに準拠）
に則り、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握す
ることにより、リスクの軽減をはかっております。
有価証券及び投資有価証券は価格変動リスク及び信用リスクに晒されておりますが、高

格付の円貨建有価証券への投資に限定すること、定期的に時価や発行体の財務状況等を把
握することなどにより、リスクの軽減をはかっております。
営業債務である買掛金は、短期に決済されております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年５月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（注２参照）。
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

関係会社短期貸付金 110,000 109,865 △134

関係会社長期貸付金 72,000 72,125 125

資産計 182,000 181,990 △9

（注）１. 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金並びに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

２. 市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 36百万円

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 １ 年 以 内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内

関係会社短期貸付金 110,000 110,000 − − −

関係会社長期貸付金 72,000 − 72,000 − −

資産計 182,000 110,000 72,000 − −
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す
る相場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社短期貸付金 − 109,865 − 109,865

関係会社長期貸付金 − 72,125 − 72,125

資産計 − 181,990 − 181,990
（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金
これらの時価については、その将来キャッシュ・フローと市場金利を基に割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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［関連当事者との取引に関する注記］
1. 親会社および法人主要株主等

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

親会社
ORACLE
JAPAN

HOLDING,INC.
（被所有）
直接 74.1

直接の親会社
資金貸付け

資金貸付け
(注）

− 関係会社
短期貸付金 110,000

− 関 係 会 社
長期貸付金 72,000

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付金の利率については、市場金利を勘案し合理的に決定しております。なお、当該取引による受取利
息額は1,029百万円（当期計上額は502百万円）です。

2. 兄弟会社等

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百 万 円） 科 目 期末残高
（百万円）

親会社の
子会社

Oracle
America,
Inc.

―

オラクルグル
ープ会社間取
引の資金決済
及び資金貸付
け

オラクルグ
ループ会社
間取引の資
金決済（注）
１

75,757 買掛金 12,049

16,944 未払金 2,888

5,313 売掛金 1,111

4,418 未収入金 1,277

オラクル・
インターナショナル・
コーポレーション

― 販売代理店契
約の締結

ロイヤルティ
料の支払
（注）２

50,308 前渡金 1,482
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（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
1. オラクル・コーポレーションのグループ会社間取引（オラクル・インターナショナル・コーポレー

ションや一部のグループ会社との取引を除く）の資金決済については、Oracle America, Inc.の口
座を通じて決済されております。上記買掛金、未払金、売掛金及び未収入金における取引金額は決
済金額であり、その主なものは親会社の子会社である日本オラクルインフォメーションシステムズ
合同会社（東京都港区）に対する支払ロイヤルティ（当期計上額47,973百万円）及びハードウェ
ア・システムズ部門に係る商品等の仕入（当期計上額13,411百万円）であります。なお、当該ロ
イヤルティの料率及び商品等の仕入価格については、オラクル・コーポレーションと当社を含むオ
ラクル製品を取り扱うグループ会社との間での合理的な基準により決定しております。

2. ロイヤルティ料については、オラクル製品の売上高の一定割合によっており、その料率はオラク
ル・コーポレーションと当社を含むオラクル製品を取り扱うグループ会社との間での合理的な基準
により決定しております。

3. 役員及び個人株主等

属 性 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

役員 ジョン・
エル・ホール

（被所有）
直接 0.0 ―

ストックオ
プションの
権利行使金
受取(注）

13 預り金 13

（注）預り金はジョン・エル・ホール氏から受領したストックオプションの権利行使金のうち処理が確定して
いないものを計上しております。
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［収益認識に関する注記］
１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、売上高をセグメント情報の報告セグメントの区分に基づき分解するとともに、
クラウド＆ライセンスセグメントについては、さらに財・サービスの区分により分解して
おります。

(単位：百万円)
ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 61,962

ラ イ セ ン ス サ ポ ー ト 112,438

クラウドサービス＆ライセンスサポート 174,400

クラウドライセンス＆オンプレミスライセンス 48,630

ク ラ ウ ド ＆ ラ イ セ ン ス 223,030

ハ ー ド ウ ェ ア ・ シ ス テ ム ズ 15,590

サ ー ビ ス 24,890

顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ る 収 益 263,510

そ の 他 の 収 益 −

外 部 顧 客 へ の 売 上 高 263,510

２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客に対する製品の販売契約については、顧客への製品を引き渡した時点で、製品への

支配は顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しておりま
す。また、役務の提供については、当社が顧客との契約における履行義務の充足に従い、
契約期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価については、サービスの提供又は製品の引渡し後、概ね30日以内に受

領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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・クラウド＆ライセンス
１.クラウドライセンス＆オンプレミスライセンス

クラウドライセンス＆オンプレミスライセンス契約に関する主な履行義務は、当社
のデータベース、ミドルウェア、アプリケーションおよび業種別ソフトウェア製品を
使用するためのライセンス（使用権）を顧客に提供することです。このようなライセ
ンスの提供については、顧客においてソフトウェアをダウンロードして使用可能とな
った時点で収益を認識しております。当社におけるソフトウェアを使用するためのラ
イセンスについては、供与後に当社が知的財産の形態又は機能性を変化させる活動又
はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施する義務を
負わないため、使用権として一時点（ライセンス供与時）で収益を認識しておりま
す。

２.クラウド・サービス
クラウド・サービス契約に関する主な履行義務はサブスクリプション・ベース、従

量制サービスなどの消費ベースなどのクラウド・サービスを提供することです。サブ
スクリプション・ベースで提供されるクラウド・サービスからの収益は、通常、当社
のサービスが顧客に提供開始された日から、クラウド・サービスが提供される契約期
間に応じて按分して認識されています。
契約期間中にクラウドサービスを継続的に提供する義務を負っているため、顧客との
契約に係る取引価格を契約期間にわたり均等に配分して収益を認識しております。
従量制サービスなどの消費ベースで提供されるクラウド・サービスからの収益は、

通常、顧客によるサービスの利用により履行義務が充足されるため、顧客のデータ利
用量に基づき収益を認識しております。これは、契約期間中に顧客の要求に基づきク
ラウドサービスを提供する義務を負っているためです。
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３.ライセンス・サポート
ライセンス・サポート契約に関する主な履行義務は、必要に応じてテクニカル・サ

ポートを顧客に提供すること、サポート期間中に不特定のソフトウェア製品のアップ
グレード、メンテナンス・リリースおよびパッチを提供することです。
当社は、契約期間中、顧客にライセンス・サポート・サービスを継続的に提供する

義務を負っています。従って、ライセンス・サポート契約の収益は、通常、サポー
ト・サービスが提供される契約期間にわたって認識されています。そのため、ライセ
ンス・サポート契約の収益は、通常、取引価格をサポート・サービスが提供される契
約期間にわたり均等に配分して認識されています。

・ハードウェア・システムズ
１.ハードウェアシステムズプロダクト

ハードウェアシステムズプロダクト契約に関する主な履行義務は、ハードウェア製
品と、オペレーティング・システムやファームウェアなどの関連ソフトウェアを提供
することです。ハードウェアシステムズプロダクトの販売による収益は、顧客への製
品を引き渡した時点で、収益を認識しております。顧客への引き渡し時に当該商品に
対する支配が移転し、履行義務が充足されると判断しているためです。

２.ハードウェア・サポート
ハードウェア・サポート契約に関する主な履行義務は、必要に応じてテクニカル・

サポートを顧客に提供すること、サポート期間中に不特定のソフトウェア製品のアッ
プグレード、メンテナンス・リリースおよびパッチをすること、およびハードウェア
製品の修理を提供することです。当社は、契約期間中、顧客にハードウェア・サポー
ト・サービスを継続的に提供する義務を負っています。従って、ハードウェア・サポ
ート契約の収益は、通常、サポート・サービスが提供される契約期間にわたって認識
されています。そのため、ハードウェア・サポート契約の収益は、通常、取引価格を
サポート・サービスが提供される契約期間にわたり均等に配分して認識しておりま
す。
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・サービス
コンサルティングサービス及びアドバンスドカスタマーサービスの履行義務はシステ

ムの導入・運用支援（システム基盤の要件定義・設計・構築・テスト・開発・運用等）
の提供や、より高いレベルのシステム運用管理サポート等を提供することです。契約は
主に固定金額の契約や消費型サービス契約に基づき履行が完了した部分の対価を顧客か
ら受け取る権利を有している契約となっております。当社は、契約期間中、システムの
導入・運用支援の提供等のための作業を実施する義務を負っております。そのため履行
義務は契約期間に対する役務提供の経過期間や作業時間等に応じて作業の実施に基づい
て充足されます。したがって、固定金額の契約については、契約ごとに見積総工数に対
する発生工数の割合で合理的に進捗度を見積り、当該進捗度に基づいて契約期間にわた
り収益を認識しております。消費型サービス契約については、サービスの履行に伴っ
て、時間単価・作業量等に基づき、契約期間にわたり収益を認識しております。
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３.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)
当事業年度

(2025年５月31日)
顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ た 債 権 （期 首 残 高） 20,428

顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ た 債 権 （期 末 残 高） 22,456

契 約 資 産 （期 首 残 高） 774

契 約 資 産 （期 末 残 高） 117

契 約 負 債 （期 首 残 高） 108,589

契 約 負 債 （期 末 残 高） 109,299
契約資産は、顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する権利のうち、時の経

過以外の条件付きの権利であります。契約資産は、支払に対する権利が無条件になった時点で顧客
との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、保守サービスなど継続して役務の提供を行う契約について、顧客から受け取った前

受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は80,517百万

円です。
過去の期間に充足した履行義務から当事業年度に認識した収益の額は軽微であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当事業年度末において残存履行義務に配分した取引価格の総額は283,741百万円で

あり、このうち期末日後1年以内に収益として認識されると予測している金額は約51
％であり、２年以内は約17％、２年超は約32%であります。
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［１株当たり情報に関する注記］
1. １株当たり純資産額 1,278.26円
2. １株当たり当期純利益 473.98円
（注） 株主資本において自己株式として計上されている、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託に残

存する自社の株式は、当事業年度の１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております（役員報酬ＢＩＰ信託14,907株、株式付与ＥＳＯＰ信託152,316
株）。
また、信託口が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する
自己株式に含めております（役員報酬ＢＩＰ信託26,869株、株式付与ＥＳＯＰ信託246,751株）。

［重要な後発事象に関する注記］
該当事項はありません。
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